




２ 桑名市就学前教育の理念                                           

（１）桑名市のめざす就学前教育 

  子どもの健やかな育ちを中心におき，幼稚園，保育園の特性を生かしつつ，次の

点を大切にした就学前教育を行います。 

     ・子どもの笑顔と元気があふれる園づくりをします。   

・遊びを通して学ぶことを大切にし，人としての土台を作ります。 

       ・保護者と協働して子どもを育てます。 

       ・一人ひとりに寄り添い，確かな育ちを支えます。 

 

（２）桑名市就学前教育のキャッチフレーズ 

 

（３）桑名市就学前教育のイメージ 

 

 

みんながつながり愛
あい

  

         一人ひとりの根っこを育てます 

 



桑名市就学前教育の構想 

(１) 桑名市の就学前施設の適正配置に関する基本構想            

①就学前施設の適正配置の基準 

( (ア) 保育所（園），幼稚園，幼保園，総合施設（幼稚園機能，保育所機能，子育て支援機能等を

備えた施設）等，多用な形態の就学前教育施設を用意し，それぞれの家庭が選択できるよう

にする。 

(イ) ９つの生活圏域（中学校区）を基本として，適正配置を考えていく。 

(ウ) 総合施設については，地域の就学前教育の拠点となるようにし，その役割や内容を今後検討

していく。 

②本答申の具現化 

(ア) 今後は，「就学前教育推進委員会（仮称）」を設置し，具体的な取り決めや調整についての検

討を重ねていく。 

(イ) 可能なところから，具現化していく。 

③評価システムの構築 

(ア) 子ども・保護者・地域の教育ニーズや施設を取り巻く環境の変化等を踏まえた評価システム

を構築する。 

 

(２) 園児数の減少した公立幼稚園の処遇 

①休園の基準 

(ア) 園児数が著しく減少した園については，休園も視野に入れて考えていく。 

(イ) 原則として休園は，概ね１０人以下の園児数が複数年継続した場合を基準とする。 

(ウ) 必要に応じて保護者・地域等と協議する。 

 

(３) カリキュラムの作成 

①カリキュラム作成部会の創設 

(ア) 就学前教育の理念を実現し，就学前教育を一層充実発展させるため，公私立，幼保共通のカリ

キュラムを作成していく。 

(イ) カリキュラム作成にあたっては，保育士と幼稚園教諭が共に参加する検討部会を創設し、小学

校教員の参加も求めていく。 

②カリキュラムの内容について 

(ア) ０歳児から５歳児までの発達をふまえ，一貫性のある内容とする。 

(イ) “あそびを通した学び”を基本に，子どもの自発的な活動が大切にされる内容とする。 

(ウ)  環境構成や保育者の役割について計画的に構成された内容とする。  

(エ)  小学校との接続を視野に入れた内容とする。 

(オ)  子育て支援の拠点としての役割を含む内容とする。 

③カリキュラムの活用について 

(ア) 子ども一人一人の成長に合わせて保育をすすめていくための指標とする。 

(イ) 地域や子どもの実態を考慮した各園のカリキュラムとともに活用していく。 



(４)公立と私立の共存 

①教職員研修 

(ア) 公私立，幼保の教職員が，互いに理解し合い，学び合う機会を保障していく研修活動を引

き続き行う。 

②就学前教育施設 

(ア) 多様な形態の就学前教育施設を用意し，公私立，幼保を問わず，幅広い選択肢の中から選

択できるようにする。その際，保育時間，保育料などの条件を適切な範囲で設定する。 

(イ) 協議機関を設け，公私立が相互に高め合っていけるような方策を検討する。 

③公立と私立の連携 

(ア) 将来的には一部民営化の方向も視野に入れて，今後の再編を考えていく。 

 

 

（５）職員の交流及び研修 

①合同研修等の必要性 

(ア) 保育所（園），幼稚園の教職員が資質の向上をめざすために，合同で研修したりすることは

不可欠である。研修会には公私立を問わず，小学校教職員も参加できる方向で考えていく。 

(イ) 誰もが参加しやすい環境を整えると共に，計画的に行われるようにする。 

(ウ) 現在の「乳幼児教育推進協議会」の内容を拡充するとともに，互いに意見交流する機会をよ

り充実させていく。 

②人事交流の促進 

(ア) 段階を経て人事交流へとつなげていけるような，具体的な手だてが検討されなければならな

い。 

(イ) 公立保・幼職員の，身分（教育職と行政職）の統一が必要である。 

(ウ) 幼稚園教諭免許と保育士資格の併有を促進する。近隣の大学等への要請と共に，両免所有者

の採用をすすめる。 

 

 

(６)市民の理解の拡大            

①市民への広報 

(ア) 本答申を市の機関誌やホームページ等に掲載し，市民へ周知していく。 

(イ) 様々な機会を捉えて，就学前教育の理念を広報していく。 

②市民の理解 

(ア) 今後，広く市民から意見を収集・交換し，桑名市の取り組みについて市民の理解を図るとともに，

市民の意見を理解する。 

③所管部署の一元化 

(ア) 所管部署を統一し，市民への窓口を一元化する必要がある。 

 


